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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周に複数条の山谷底部を条毎に連続して螺旋状に設けたりん脱酸銅から成る水配管と
、
　前記水配管外周の山谷底部の形状に沿って螺旋状に巻き付け固定された冷媒配管と、
　前記水配管の端部に接続されたりん脱酸銅から成る継ぎ手配管と、を備え、
　前記水配管と前記継ぎ手配管との接合部は、スズが４．０～８．０重量％含有され、リ
ンが６．８～８．０重量％含有され、且つ銀が含有されていないりん銅ろうのろう材を用
いてろう付けされて成る捩り管形熱交換器。
【請求項２】
　前記水配管及び前記継ぎ手配管と前記ろう材との電位差が５ｍｖ以下である請求項１に
記載の捩り管形熱交換器。
【請求項３】
　前記接合部は、前記水配管と前記継ぎ手配管との接合部の重ね代が５～７mmである請求
項１又は請求項２に記載の捩り管形熱交換器。
【請求項４】
　外周に複数条の山谷底部を条毎に連続して螺旋状に設けたりん脱酸銅から成る水配管を
製作し、
　前記水配管外周の山谷底部の形状に沿って冷媒配管を螺旋状に嵌め込んだ後、前記水配
管の山部をカシメ接合し、
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　スズが４．０～８．０重量％含有され、リンが６．８～８．０重量％含有され、且つ銀
が含有されていないりん銅ろうのろう材を用いて、前記水配管の端部とりん脱酸銅から成
る継ぎ手配管との接合部をろう付けする
　捩り管形熱交換器の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ヒートポンプ式給湯機に使用される捩り管形熱交換器及び捩り管形熱交換
器の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヒートポンプ式給湯機に使用される水冷媒熱交換器として、例えば捩り管形熱交換器が
知られている。捩り管形熱交換器は、外周に螺旋状溝を有した捩り管を水配管に用い、水
配管の外周の螺旋状溝に沿って冷媒配管を巻き付け、水配管と冷媒配管とをカシメ接合し
た水冷媒熱交換器であり、水配管内を流れる水と冷媒配管内を流れる冷媒との間で熱交換
を行うものである。水配管に設けられた螺旋状溝は、水側の乱流を発生させて熱交換性能
を向上する働きがある。
【０００３】
　水冷媒熱交換器の水配管は外部機器と継ぎ手配管を通して接続されている。水配管と継
ぎ手配管との接合はろう付けによって行われる。水配管及び継ぎ手配管銅部材には銅部材
を用いることが一般的であり、この場合のろう材としては、例えばりん銅ろうが使用され
る。例えば、特許文献１には、銅部材のろう付けにおいて、リンを３．０～６．５重量％
、スズを１２～２３重量％、残部銅及び不可避不純物からなる低融点ろう材を用いてろう
付け温度を低減し接合部の強度低下を防止する接合方法が開示されている。また、特許文
献２には、銅部材のろう付けにおいて、例えば硫化水素ガス等の硫黄性腐食物質が存在す
る環境においてろう付け部が激しく腐食するのを防ぐために、ＺｎまたはＳｎ（スズ）添
加ろう材を用いる方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５８－１００９９５号公報
【特許文献２】特開昭６０－２３１５９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　銅部材の接合のろう材にりん銅ろうを使用した場合、例えば当該部品が通常の大気中で
使用される場合であれば腐食に対する懸念はない。しかし、水道水もしくは井戸水を冷媒
で加熱する水冷媒熱交換器の水配管をりん銅ろうにより接合した場合、水中環境下におい
て銅部材である水配管とりん銅ろうとの間の電位差が影響し、異種金属間腐食を発生させ
るおそれがある。より詳しくは、水配管として用いられるりん脱酸銅管はりん銅ろうに対
し卑となる性質があるため、水配管が選択的に腐食することが想定される。また、上記特
許文献１の低融点ろう材を水配管の接合に用いると、水配管として用いられるりん脱酸銅
管がりん銅ろうに対し貴となることでろう材が選択的に腐食する。この点、上記特許文献
２には、ろう付け部の腐食を防ぐために、ＺｎまたはＳｎ添加ろう材を用いる方法が示さ
れているが、Ｚｎ量やＳｎ量の含有量が規定されておらず、完全なる防食効果は期待でき
ない。
【０００６】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、ろう付けによる水配管
の接合部の腐食を防止することのできる捩り管形熱交換器及びその捩り管形熱交換器の製
造方法を提供することを目的とする。



(3) JP 5935763 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る捩り管形熱交換器は、外周に複数条の山谷底部を条毎に連続して螺旋状に
設けたりん脱酸銅から成る水配管と、水配管外周の山谷底部の形状に沿って螺旋状に巻き
付け固定された冷媒配管と、水配管の端部に接続されたりん脱酸銅から成る継ぎ手配管と
、を備え、水配管と継ぎ手配管との接合部は、スズが４．０～８．０重量％含有され、リ
ンが６．８～８．０重量％含有され、且つ銀が含有されていないりん銅ろうのろう材を用
いてろう付けされて成るものである。
【０００８】
　また、本発明に係る捩り管形熱交換器の製造方法は、外周に複数条の山谷底部を条毎に
連続して螺旋状に設けたりん脱酸銅から成る水配管を製作し、水配管外周の山谷底部の形
状に沿って冷媒配管を螺旋状に嵌め込んだ後、水配管の山部をカシメ接合し、スズが４．
０～８．０重量％含有され、リンが６．８～８．０重量％含有され、且つ銀が含有されて
いないりん銅ろうのろう材を用いて、水配管の端部とりん脱酸銅から成る継ぎ手配管との
接合部をろう付けするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ろう付けによる水配管の接合部の腐食を防止することのできる捩り管
形熱交換器及びその捩り管形熱交換器の製造方法を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１における捩り管形熱交換器の水配管長手方向に対する断面
を模式的に示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１における捩り管形熱交換器と継ぎ手配管との接合部の水配
管長手方向に対する断面を模式的に示す拡大図である。
【図３】りん脱酸銅管と各種りん銅ろうの測定電位結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において共通
する要素には、同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１における捩り管形熱交換器の水配管長手方向に対する断
面を模式的に示す図である。図１に示すように、捩り管形熱交換器１は外周に複数条（例
えば３条）の山谷を条毎に連続して螺旋状に設けた捩り管を水配管３としている。水配管
３は、りん脱酸銅平滑管の両端を固定し、内径側にマンドレルを挿入して連続的に捩り加
工を加えることで、複数条の山谷底部が形成される。このとき水配管３のスパイラルピッ
チＰを精度よく制御することで、後述する冷媒配管５の嵌め込みが健全に行われる。
【００１３】
　水配管３の外周には、条毎の山谷底部の形状に沿って冷媒配管５が螺旋状に巻き付けら
れている。冷媒配管５は図示しない冷媒回路と接続されその内部に冷媒を循環させている
。図１では、冷媒配管５が冷媒配管５ａ，５ｂ，５ｃに分流して水配管３の外周に巻き付
けられている。水配管３と冷媒配管５ａ，５ｂ，５ｃとは、冷媒配管５ａ，５ｂ，５ｃを
水配管３谷部に嵌め込んだ後山部をカシメ接合することで一体化される。このように、水
配管３に複数条の山谷を設けることにより、冷媒配管５を分溜させてパス設計を最適化す
ることができると共に、隣接する冷媒配管同士の接触による熱漏洩を防止することができ
る。以下、冷媒配管５ａ，５ｂ，５ｃを特に区別しないときには、単に「冷媒配管５」と
称することとする。
【００１４】
　水配管３は、捩り管形熱交換器１が収納されている装置の外部にある図示しない装置と
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ている。水配管３の端部と継ぎ手配管４との接合部はろう付けによって接合される。なお
、継ぎ手配管４には、上述した水配管３と同様にりん脱酸銅管が用いられている。
【００１５】
　図２は、本発明の実施の形態１における捩り管形熱交換器と継ぎ手配管との接合部の水
配管長手方向に対する断面を模式的に示す拡大図である。この図に示すように、水配管３
の端部と継ぎ手配管４とは、ろう材２によってその接合部をろう付けされる。ろう材には
Ｓｎ含有りん銅ろうが使用される。本実施の形態の捩り管形熱交換器１は、このろう材の
材質に特徴を有している。
【００１６】
　通常銅管のろう付けには、ＪＩＳ規格に指定されたりん銅ろう（BCuP１～６）が使用さ
れる。りん銅ろうの利点は、銀ろうと比べて安価である点、フラックスレスで接合可能な
点、及び通常雰囲気では異種間金属腐食を気にする必要がない点である。しかしながら、
水冷媒熱交換器の水配管は、その内面側が常に水中環境下にある。このため、本実施の形
態の捩り管形熱交換器１に於いては、図２に示す水配管３と継ぎ手配管４との接合部にお
いて異種金属間腐食が発生する恐れが生じる。
【００１７】
　異種金属間腐食の発生には、接する金属同士の電位と水配管内の水の淀みが影響する。
このため、水配管３と継ぎ手配管４との接合部の腐食防止のためには、水配管３とろう材
２の電位差を影響無いレベルで組み合わせる必要がある。
【００１８】
　図３は、りん脱酸銅管と各種りん銅ろうの測定電位結果を示す図である。この図に示す
ように、りん脱酸銅管とＪＩＳ規格に指定されたりん銅ろう（BCuP１～６）の電位差は４
０～７０ｍｖであるのに対し、Ｓｎ（スズ）が４．０～８．０重量％含有され、Ｐ（リン
）が６．８～８．０重量％含有され、且つ銀が含有されていないＳｎ含有りん銅ろうは０
～５ｍｖ程度の電位差である。つまり、りん脱酸銅管のろう付けにおいて上記材質のＳｎ
（スズ）含有りん銅ろうを用いることとすれば、水環境においても両金属の電位差を５ｍ
ｖ以下に設定することができ、異種金属間腐食を防止することが可能となる。
【００１９】
　なお、通常、ろう付けにおける接合部の重ね代Ｌは耐圧や内部へのろう侵入を防ぐ目的
で１０mm以上の設定としている。しかしながら、接合部の重ね代を１０mm以上設定した場
合、ろう付け作業のバラツキ等で必ずしもろうの浸透が完全では無く、結果的に隙間が発
生する場合がある。そこで、本実施の形態の水配管３と継ぎ手配管４とのろう付け作業で
は、その接合部の重ね代Ｌを５～７ｍｍに設定することが好ましい。これにより、ろうの
浸透を確実なものとし隙間を発生させないようにすることができる。したがって、耐圧を
満足しつつ接合部の水の淀みを無くすことができるので、異種金属間腐食を有効に防止す
ることができる。
【符号の説明】
【００２０】
１　捩り管形熱交換器１、２　ろう材、３　水配管、４　継ぎ手配管、５　冷媒配管
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